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行政の執行における文書の適正な保管 ･管理について

琴記については､別添のとお り大臣官房長から平成 19年 11月 30日厚生労働省
発給第 1130004号 ｢行政の執行における文書の適正な保管 ･･管理について｣が

通知 されたので､遺漏なきを期 されたい｡
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行政の執行における文書の適正な保管 ･管理について

本 日､｢フィブリノゲン資料問題及びその背景に関する調査プロジキク トチー

ム調査報告書｣(別添)において､｢『行政の執行における文書管理の大切●さ』と

いった基本的かつ重要な意識が関係職員に欠落 していためが大きな問題でありL..1̂

医薬食品局だけの臨題ではなく､厚生労働省全体 として早急に琴り組むべき重

要な問題であるO｣旨指挿されたところであり､この点について準､早急に改善

に取 り組む必要がある.

ついては､下記の点にご留意いただき､文書の保管 .管理に遺漏のなきよう､

対応方よろしくお願いする｡

また､同報告書において文書管理のあり方の見直 しが擾言 されているところ

であり､今後､文書管理に係る監査を実施 し､その結果を踏まえ､あらためて

文書管理の適正化について必要な措置を欝ずる予定であるO

革

1 文書管理規程の遵守について

行政文書の管理については､厚生労働省文書管理規程 (平成 1.3年厚生労働

省訓第21号｡以下 ｢規程｣というD)に基づき行 うこととされており､規程

.の内容につき職員が理解 し､遵守する必要があることC

2 行政文書ファイル管理簿の調製

規程第 10条第 1項において､文書に係る案件を所管する課が当該隈の保有

する行政文書ファイル及び行政文書の管理を適切に行 うため､行政文書ファイ

ル管理簿を作成することとされていること｡なお､同条第 2項において､行政

文書ファイル管理欝は､年 1回更新するものとされているが､日頃の行政事務



において活用する観点から､随時更新するよう努めること｡

3 外部から政得 した文書の収受台帳-の記載

･･外部から取得 した文書については､規程及び ｢文書管理規程の手引き｣に従

い､収受文書台帳に文書の収受年月日､件名等を記載する必要があること｡

4 文書の保管場所の整理について

文書を保管する各駅塞書棚及び倉庫については､文書の所在が容易に把握で

きるよう､適切に整理することO -

5 保存文書情報の引継ぎについて

保存文書の内容やその所在等の情報については､確実に引き継がれるよう適

卯 こ事務引継ぎを行 う三と｡

(別 添)

｢フィブリノゲン資料問題及びその背景に関す.る調査プロジェクトチーム調

査報告書｣(平成 19年 11月 30日)(抜粋)
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汁..調査により判明した事束

2.顔料の保管 A管理 仁引継につも寸て

4)厚生労働省における文書管理の在 tJ方及びその束駿について

b 厚生労働省 における文書管理は､T厚生労働省文書管理視程 (厚生労働

省訓第21号)｣(以下 ｢管理規程Jという｡)及び r厚生労働省文書管理規

轟の字引｣(以下 r手引｣というO)に基づいている｡

･ 管理規程第14条において､厚生労働大臣あての文書については､大臣官

房総務課にて省収受文書台帳に件名等必要事項を記載し､その後主管部局

の総括課革 と配布され､そこで配布文書台帳に必要事項を記載後､担当課

長に配布するものとされているB但 し､同条【声ついて手引では､運用上､

担当課に直軽届いた文書で厚生労轡大臣あての文書については､当惑課に

おいて収受台帳へ必要事項由記載を行うことで足 uる､とされている｡

ここで前述した平成13年､14年の一連の報告命令に基づき旧三菱ウェル

ファーマ社 (平成13年当時は旧ウェルプアイ ド社)から報告された経過を

挙げると､ {

イ) 平成j3年3月26日付け

｢命令書 U要生労薗省発医薬第166号)に封するご報告j

｢命令書 博 生労働省発医薬黄緑6割 別紙Zに封するご報告｣

ハ) 平成14年4月5･El付け

r命令書 も厚生労働省発医薬第0322072号)に対するご報告｣､

ニ) 平成14年5月声1日柳ナ
r命令書 (厚生労働省発医薬第8422028号)に対するご報告｣

ホ) 平成14年7月16日付け

r命令書 t厚生労働省発医薬療0618053号)に対するご報告J

ベ) 平成14年8月9日付け

｢命令書 (厚生労働省発匪轟第0726t)02号)に対するご報告J

の順とな り､これ ら全ての事務は医薬食品馬監視指導･麻薬対策課と顕る

が､この計6回の報告のうち､省収受文書台帳及び総括課である医薬食品

局総務課の配布文書台帳に収受記載のあるものは無く､手引きで運用上記
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められている医薬食品眉監視指導･麻薬対策課の親戚重文署台帳にも上記

イ)及びハ)の2件L,か記載がなかったB

ま葦､医薬食品局内各課で作成している管理簿を確認したところ､管理

簿自体の作成はなされていたが､記載項目の中で､例 えば行政文書ファイ

ルの名前が正確に記載されていないなど､必ずしも適切に遅商されていな

い箇所が卑受けられた｡

I5)マスキング無しの資料が保管されていた地下倉庫の状況について

①調査チ-且の療分実績

∴ 平射 搾 11月相 棒 )牛乳 馴 闇 大臣をはじ臥 調査チ-ム東関･ほ

岡弁護士)他チ-ム晶が合同庁舎5号鰻の地下3階にある医薬食品局が管理

している倉庫を検分し､監視指導 ･藤森対策課長池から文書管理の実態に

ついて説明を受けた｡ - 1

･ 平成19年11月20日 (火)午後､松浪大臣政務官及び伊藤大臣政務官をは

じめ､調査チ-ム顧問 (申込弁護士､吉岡弁護士)粒子-ム鼻が､同じく

･合同庁舎5号鰭の地下3階にある医琴食品局が管理している倉醇を検分し､

監視指導 A麻薬対策課監視指導墓長池から文書管理の実態について説明を

受けた｡

②検分現場呼実態

h 検分現場の倉庫内は1階フロア 82階フロアと区分けされておu､各フロ

アにスチ-ル製の書棚が並んでおり､課窒毎にそれを複数占有していたo
l･.

･ r課窒毎に書棚を確認したが､例えば国書鴇のように､Tどの書棚笹どの

書類があるj と系統立てて整理されていないため､文書ファイルが実際ど

こにあるかは､一つ一つ書棚を探さないと分からない状態となっておu､

各文書ファイルの重要度や優先度も分からない状態であった｡

保管されている個々の文書ファイルについて確認すると､文書ファイル

の背表紙に件名が記載されていな申ったり､通路から文書ファイルの背表
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紙が見えない状態で置かれたものも多々あり､.通路から-見して文書フア

イ叶の内容が判別できるような状況ではないところがあった｡なお､これ

は､そもそも書棚の入れるスペースがB5版に合わせた高さのままとなっ

ているため､そこにA4版の文書ファイルが立てて入らないため､横にし

て詰めているものと患われた｡

また､スぺ-ス不足のためか､書鞠の隙間に斜めに究め込まれた文書フ

ァイルや､文書がまとめて段ボ-ル箱に入れられて通路脇に置かれている

ものがあったD

その他､｢ハイキ｣ と書かれた段ボール箱が通路脇に置かれたままとな

っていたり､30年以上前の日付の書類が書棚にそのまま置かれたものがあ

ったO加えて､殆どの文書7アイJVは､背表紙などに保存年限が記載され

ておらず､廃棄の時期が分からなかった｡
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枇 考察と葦任の所在

5).資料の引継 -管理等について

p 今回､収受台帳への記載漏れや管理簿の不完全な調製が確認されたが､

これらは総じて ｢台帳には綾で記載すれば良いjなどという文書管理に対

する意識の低さや､そもそも賭員が管理規程を適切に把捉していないとい

うことが考えられるB

廿･また､例えば､管理芦について見れば､その記載欄に文書ファイルを保
管する.場所の項目を盛IJ込めば､一文書ファイルの概要とその所在をリンク

させることができ､寒際により使い添字の良いものとなる｡このような､

職員がよu使い勝手の良い方法についての管理規程の抜本的見直心や同規

定の職鼻に対する今一度の周知も革要であるO

D. そもそも r行政の執行における文書管理の大切さ｣ といった基本的かつ
重要な意識が関係職員に欠落していたのが大きな問題であり､医薬食品局

だけの問題ではなく､厚生労働省全体として早急に取り組むべき重要な間
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題である｡

ま私 資料の引継が適切になされていなかったことも明確であ争Dこれ

は､当時の Fチ-ムがきちんとした組織では串く､責任の所在や各課との

関係も不明確であったことに加え､チャムとして収集した資料や成果物等

を碑猿していく ｢引継｣意識が欠けていたことによるものであり､組織上

の問題としてとらえるべきであるD職員からの聴き取り調査では､日々の

業務に忙殺され､適切な文嘗管理が十分に行われていない実情が浮草彫り

になったが､国民の生命や健康に直結する部局であるだけに､これらの点

の意識の改革は､重要な課題と考えるB

なお､肝炎に関する訴訟の担当であ争副作用被害対策蔓では､14年報告

書及び添付資料については､裁判の準備書簡作成の際に準要な部分を清岡

していたが､平成14年に企業から提出された資料等同報告審作成時に収集

された様々な資料は同室には共有されていなかった｡今回の南軍では駄告

の-人について､投与の有無について争うこととなったが､資料の共有が

行われていれば､結果として授与の有無について争う必要はなかったとい

える｡
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iV.今後改善すべき事項

2)文書管理の改善
(

- 今●回の検証によtJ､行政内部の文書管理や事務引継等の不十分軍が浮き

確りになった｡このため､･文書管理については､厚生労働省全体の問題と

して､現行の文書管理規程をはじめ､よu使いやすい文書ファイル管理簿

のあり方等､文書の保存 dL廃棄ル-ルについて､外部の目を入れる等によ

LJ抜本的に見直す必要があるD

一､
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